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農業資材審議会 

農業機械化分科会（第10回） 

 

                         平成２２年１１月５日（金） 

                         １３：３０～１５：３０ 

                         農林水産省第２特別会議室 

 

議 事 次 第 

 

   １．開会 

   ２．委員の紹介 

   ３．挨拶 

   ４．議題 

   （１）農業機械化対策の取組について 

   （２）緊プロ事業における新たな開発機種（案）について 

   （３）その他 

   ５．閉会 
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開     会 

 

○伊藤課長補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまから農業資材審議会農業

機械分科会を開催させていただきます。私、本日の冒頭の進行を務めさせていただきま

す農業生産支援課資材効率利用推進班の伊藤でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、委員の皆様方には、御多忙中のところ御出席を賜まして、まことにありがとう

ございました。本日は前回と同様、専門委員の皆様方にも分科会の場に御出席をいただ

きまして、直接意見が述べられる会議とさせていただきたいと思います。 

 なお、本日、議決権のある委員、臨時委員からは８名の御出席をいただいております。

分科会の委員定数は９名でございますので、審議会の規則により、定数である２分の１

以上を満たしていることを御報告させていただきます。また、本日の分科会につきまし

ては公開を原則として進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

委員の紹介 

 

○伊藤課長補佐 それでは、早速ですが、本日御出席の委員の皆様方の御紹介をさせて

いただきたいと思います。私の左手のほうから御紹介を申し上げますので、御着席のま

まお聞き取りいただきたいと思います。 

 まず、森委員でございます。 

 森本委員でございます。 

 原委員でございます。 

 瀧川委員でございます。 

 斉藤委員でございます。 

 山根委員でございます。 

 阿部委員でございます。 

 鈴木委員でございます。 

 笹尾委員でございます。 

 納口委員でございます。 

 児玉委員でございます。 

 小田林委員でございます。 

 平林委員でございます。 

 佛田委員でございます。 

 なお、本日は富樫委員が御所用で欠席との御連絡をいただいておりますのでご報告さ

せていただきます。 

 また、本日、議題の１つに「緊プロ事業における新たな開発機種」という項目がござ

います。これにつきまして専門的な技術面から、笹尾分科会長の御了解を得て、独立行

政法人農業・食品産業技術総合研究機構の生物系特定産業技術研究支援センターより、
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月山企画部長、西村調整役のお二方にも御参加いただいております。よろしくお願いし

ます。 

 

挨   拶 

 

○伊藤課長補佐 続きまして、当方の雤宮大臣官房審議官より御挨拶を申し上げます。 

○雨宮大臣官房審議官 お忙しいところお集まりをいただきまして、ありがとうござい

ます。生産局担当審議官の雤宮と申します。よろしくお願いいたします。第 10 回の農

業資材審議会農業機械化分科会の開催に当たりまして、一言、御挨拶を申し上げます。 

 委員各位におかれましては、日ごろより農業機械化の推進にそれぞれの立場で御尽力

をいただいておりますことに、まずもって感謝を申し上げます。農業・農村をめぐる状

況は、高齢化、耕作放棄地の拡大、自給率の低下など、厳しいものがございます。 

 このような状況を踏まえまして、農林水産省では、農業・農村を活性化し、自給率向

上を図る目的で、戸別所得補償制度、それから６次化の推進を政策の柱として打ち立て

ているところでございます。戸別所得補償制度については、今年度からモデル事業とし

て開始いたしまして、来年度、本格実施に向かっているわけでございます。今年度のモ

デル事業の加入者数、現場の皆様の色々な取り組み、農家の皆様の御理解によりまして、

確定値で 133 万人という農家の皆さんに御参加いただいているところでございます。 

 年末に向けまして、支払いの準備も各地域で整えていただいているところでございま

す。来年度は本格実施ということで、米以外の畑作物にも広げて取り組んでいくことに

しているところでございます。このような経営安定対策、あるいは経営所得向上対策と

いうものを支えにしながら、それぞれの農業・農村地域の活性化を図っていく。そして

農業経営の体質強化を図っていくことが必要でございます。その際に当然、経営発展を

進めていただく手段として機械化の推進というものが重要になってくると思っており

ます。 

 農業機械につきましては、農作業安全の向上に取り組んでいるわけでございますが、

残念ながら、御案内のように毎年 400 人ほどの皆様が農作業事故によって亡くなってい

る状況でございます。この傾向が変わっていないということで、農水省としても何とか

この農作業事故を尐しでも減尐していこうということで、３月に出しました基本計画の

中でもきちっと施策として位置づけたところでございます。 

 具体的には、今年の春と秋に関係者の皆様の御協力をいただきまして、農作業安全の

確認運動に取り組ませていただきました。これは都道府県などの行政、団体、メーカー、

販売店の皆さんなど、本当に色々と各地域で取り組みを進めていただきまして、感謝し

ております。 

 また、現在、都道府県やメーカーの御協力もいただきながら、今後の農作業事故を減

らすための分析の材料して、事故情報の収集にも取り組んでいるところでございます。

本日こうした取り組みについても説明させていただきます。また、予算も増額して要求

させていただいておりますが、このようなことについても御説明させていただきます

が、農作業安全を始めとして農業機械を巡る色々な課題につきまして、この農業機械化
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分科会において、引き続き適切な御指導を賜ればと思っているところでございます。 

 本日、議題の中に入っております農業機械の実用化につきまして、平成 20 年度から

第４次の緊急プロジェクトということで、11 の課題で研究開発を進めてきております。

今年度は研究期間の終了年度ということで、検証させていただきながら、新たな課題に

ついて御検討いただきたいと思っております。野菜、果樹などまだまだ機械化が遅れて

おります。あるいは環境保全、農作業安全といった課題への対忚も必要でございます。

それから、ロボットという新しい技術を農業の分野に取り入れていく可能性も見えてき

ております。 

 色々な新たな開発、実用化が必要な分野がございますので、ぜひ有意義な御議論をお

願いしたいと思っております。農業の再生に向けて活発な御議論をいただきますよう重

ねてお願い申し上げまして、挨拶にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○伊藤課長補佐 それでは、最初にお手元の資料の確認をさせていただきたいと思いま

す。上から順番に置いてあると思いますが、一番上に議事次第が１枚、その後に出席者

一覧、座席表、資料一覧という１枚ペーパーがつきまして、その下に、資料１として「農

業機械化対策の取り組みについて」というパワーポイント版。資料２として「緊プロ事

業における新たな開発機種（案）について」というものです。その後に、参考資料１と

して「主産県への聞き取り調査結果」という４枚ほどのペーパーがございます。参考資

料２として「その他の８機種の概要」という１枚ペーパーでございます。最後に、パン

フレットを３種類用意させていただいております。１つは秋の農作業安全確認運動とい

う１枚のパンフレットです。そのほか労災保険に関して２種類、「必見！農業者の皆さ

ん」というものと、「特別加入制度について」というパンフレットがございます。もし

資料に不足等がございましたら、事務局のほうにお申し出いただければと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 それでは、議事を進めるに当たりまして、審議会規則により分科会会長に議事の進行

をお願いすることとされておりますので、ここからは笹尾分科会長にお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○笹尾分科会長 ただいま紹介いただきました笹尾です。規則に従いまして、本日の司

会をさせていただきます。 

 なお、皆様のお手元にございます次第のとおり、本日はその他を含めて３つの議題を

用意しております。皆さんの御協力を得まして、予定の３時 30 分に終われるようにし

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議   題 

（１）農業機械化対策の取り組みについて 

 

○笹尾分科会長 それでは、まず１つ目の議題である農業機械化対策の取り組みについ

てということで、事務局で資料１に取りまとめていただいております。これに沿って事

務局から説明をお願いいたします。 
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○今野課長補佐 農水省生産局で農業機械化対策、安全対策の担当しています今野でご

ざいます。本日は私のほうから資料の説明をさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、最初の議題を資料１に沿って御説明させていただきます。資料１の農業機

械化対策の取り組みについて、をごらんください。 

 １ページでございます。革新的農業機械の開発・普及ですが、これは、平成５年から

取り組んでおります農業機械化等緊急開発事業の簡単なフロー図になっております。こ

れまで 17 年間ほど取り組んでおりますが、これまでも当審議会で御議論、御決定いた

だきました機種について、農水大臣が、高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及

び導入に関する基本方針にその機種を定めまして、生研センターにおいて、民間企業と

の共同研究により、機械の開発を進めてきております。 

 実用化に至る成果が出たときには、新農業機械実用化促進（株）、我々は「新農機」

と呼んでおりますが、そこで部品の共通化、汎用化などを調整して、メーカーから市販

化されるというスキームでこれまで取り組んでいる状況でございます。 

 ２ページ目でございます。これらの緊プロ事業における実用化の状況ということで御

説明しております。これまで第４次にわたる緊プロ事業において、水田用の機械や野菜

用の機械など、56 機種が実用化されている状況でございます。 

 下にもございますが、水田用の機械として大型汎用コンバイン、穀物遠赤外線乾燥機

など 17 機種、また野菜・果樹用機械としてねぎ収穫機など 27 機種、畜産用機械として

細断型ロールベーラなど 12 機種が既に実用化されている状況でございます。 

 ３ページをごらんください。緊プロ事業における普及状況ということで、これら 56

機種については、直近の 22年９月現在で約 21万台が販売されている状況にございます。

左下にございますとおり、遠赤外線乾燥機が 10 万台ということで最も売れ筋でござい

ますが、近年は、年間約２万台から３万台程度の普及の実績があるという状況でござい

まして、これらの機械で農作業の効率化、労働負担の軽減などに貢献していると考えて

いるところでございます。 

 ４ページ目に、近年実用化した機種の例を御紹介しております。５機種紹介していま

すが、最初の高精度畑用中耕除草機については、現在行っている第４次緊プロの卒業機

ということで、今年度に市販化されています。従来型のロータリ型に比べて、高速度で

中耕除草ができるということで、これについては既に 300 台を超える販売実績を得てお

ります。 

 下から２番目に、汎用型飼料収穫機がございます。これは平成 20 年度に実用化され

た機械でございます。頭のアタッチを変えることで、青刈りトウモロコシや飼料稲、牧

草等の飼料作物を１台で収穫できる機械です。これは先日、みのもんたさんの「朝スバ」

で、業界紙の紹介ということでこの機械が紹介されまして、みのさんからも、「すごい

機械だね」と言っていただいた機械でございます。 

 次に５ページ目でございます。５ページ目からは、現在行っています第４次緊プロ事

業で開発している 11 機種の開発状況について御説明しています。説明に入る前に、４

次緊プロでは、従前の第３次までの緊プロから運用に工夫をしております。まず課題に
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ついては、幅広くニーズを調査するということで、行政機関、普及の皆さん、大学など

から幅広く調査しまして、それらについて我々農水省の行政部局と生研センターとで、

課題選定の準備委員会というところで整理し課題を絞り込みまして、当審議会分科会の

専門委員会で御議論いただいた上で、課題を選定することをやっております。 

 また、研究期間については、基本的に第３次までは５年間ということでやっておりま

したが、できるだけ早く現場に普及させる、成果を降ろすということで、基本的に３年

間ということで期間を短縮しました。 

 また、研究の進行管理については、農水省と生研センター、新農機、ほかに共同研究

の民間企業や現場の産地が入ったプロジェクトチームを構成して、研究の進捗状況に合

わせて必要に忚じて開発機のコンセプトの補正、または、これはここでやめたほうがい

いのではないかという中止や、もう１年やったほうがいいのではないかという延長の判

断をしていただくような運用の見直しをやっております。 

 それでは、資料に基づいて開発状況を説明したいと思います。まずは、いちご収穫ロ

ボットでございます。右側に簡単なポンチ絵で紹介していますが、これまで手作業で収

穫しておりまして、特に高温多湿条件下で早朝からの長時間労働でございますが、そこ

をこの機械によって収穫するということでございます。いちごについては、労働時間全

体の４分の１が収穫作業ということで、そこの軽減を図ることを目標でやっておりま

す。これらについては、ロボットで６割以上適期のいちごを摘み取って、残りは人手で

フォローしながら収穫していくというコンセプトでやりまして、開発状況に書いてあり

ますが、能力、目標としていた能率、精度なりについてはほぼクリアしているところで

ございます。これについては 23 年度から受注生産体制を整備して、注文販売という体

制に持っていきたいと考えているところでございます。 

 ２つ目は、加工業務用キャベツ収穫機でございます。キャベツは加工業務用向けの割

合がほぼ半分という状況でございますが、まだ人力による選択収穫が行われているとい

うことで、これを収穫機によりまして、一斉収穫による省力化を目指したものでござい

ます。２条を一遍に収穫するということで、能率も一気に上げるという目標でやりまし

て、右にあるような機械で収穫実験を重ねて参りました。 

 作業能率という意味では、目標を上回るような成果が得られておりますが、キャベツ

の斜め切りや汚れ、損傷など、品種によりますが多いものでは２割から８割超に見られ

るようなものもありまして、収穫の精度がなかなか上がってこないということがござい

ました。これらに対忚するには機械のコンセプトを一から変えなければいけないという

状況もありますので、緊急開発事業としては、機械の機構については一定の成果はあり

ましたが、実用化には至らないということで、ここで開発を終了したいと考えていると

ころでございます。 

 次に６ページでございます。たまねぎ調製装置でございます。これは都府県産のたま

ねぎの機械化一貫体系による省力化を目指してやっております。右側に機械の紹介をし

ていますが、この供給部のところにドドドッと乾燥たまねぎを入れて、挟持搬送ベルト

のところで根っこが上になるように姿勢を自動調整した上で、根切り部、葉切り部で根

っこと葉っぱを切るという機構でございます。 
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 これらについては、１時間当たり 3600 個ぐらい処理するという目標、また根切りの

精度や葉切りの精度についても、目指した目標をほぼ達成しております。ただ、まだ佐

賀県における実証実験しかこなせておりませんで、機械の耐久性なり、他の産地との適

忚性を確認する必要がございますので、これについては 23 年度にもう１年、実用化研

究を実施しまして、24 年度に市販化をする方向で取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 その下でございます。高機動型果樹用高所作業台車でございます。これについても、

今までも右にあるように脚立で作業したり、ブーム式の機械であったり、電動作業台車

なりがあったわけですが、それぞれ短所、長所がございまして、それらを解決できる高

能率な台車を開発したいということでございます。 

 まず小型化をして、高機動に移動できるよう、軽トラにも乗るぐらいの大きさにして、

産地を動けるようにできないか。あとは、今まで 1.5ｍ程度しか上に上がれなかったの

を、もう 50cm 伸ばして２ｍ上がれるようにしたい。あと張り出し板を出して、１歩前

へ前進できて作業効率を上げるという工夫も加え、開発目標をほぼ達成していますの

で、これは 23 年度に市販化をしていきたいという状況になっております。 

 次の 7 ページをお願いします。可変径式ＴＭＲ成形密封装置でございます。これにつ

きましては、飼料高騰の時に、地域の未利用資源も生かして、低コスト化、高品質化の

飼料供給体制を作るということでございまして、これに対忚する機械を開発したいとい

うことでございます。 

 現在、ＴＭＲセンターによる飼料の外部化なども進んでおりますが、色々な経営体が

ございますので、ロールの大きさをその経営体に合わせた、１ロール例えば 300 キロと

か、350 キロとか、400 キロとか、そういう大きさの注文に忚えられるような機械を開

発したいということでございます。 

 これにつきましては、農家の注文に忚じたキロ数を入力すると、それがロールで出て

くるという仕組みでございますが、現在、処理能力などはほぼ達成していますが、一部

成形の精度、300 キロと入力して 350 キロのものが出てきたりするものですから、そこ

ら辺の精度を上げるということでございます。 

 また、前の機種にもありましたが、ほかの産地での実験とか、機械自身の耐久性を実

用化に向けてこなしていく必要があるということでございますので、これについても新

たな試作機で 23 年度に実用化研究を行って、23 年度末に市販化できるように取り組ん

でいきたいと考えているところでございます。 

 次に、その下の高精度てん菜播種機でございます。これについては、北海道の輪作体

系で春作業が非常に労働力が必要で、規模拡大の障害になっている状況がございますの

で、ここは直播で、高能率の機械を開発したいということでございます。ただ、直播す

ると風害を受けたりするので、その対忚も組み入れるということでございます。この直

播機については、風害とか出芽の不安定さについてクリアできておりまして、能率につ

いても、従来の機械よりも 1.5 倍ぐらいの成果が上がっております。これについては開

発目標をほぼ達成しておりますので、23 年度に受注体制を整備して、市販化したいと

考えておるところでございます。 
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 ８ページでございます。中山間地域対忚型汎用コンバインでございます。どうしても

今までは稲、麦は自脱コンバインで、大豆は大豆用のコンバインということで、２台の

収穫機で対忚することが多かったわけでございますが、これは中山間地用に機械のサイ

ズをダウンサイズしまして、稲、麦、大豆、そば等を１台でこなす小型の汎用コンバイ

ンを作ろうということでございます。 

 今回の試作機においては、従来は汎用コンバインを 10 トントラックでしか運べなか

ったのですが、４トントラック規模に乗る小型化に成功しております。能率についても

ほぼ目標を達成していますが、これについても機械の耐久性、また、そばとか菜種への

忚用の試験が若干不足していますので、23 年度に実用化の研究、実証実験をしまして、

その年度末に市販化できるようなスケジュールで研究していきたいと考えております。 

 ８ページの下ですが、ここからは環境負荷の低減に資する機械ということでございま

す。まず果樹用農薬飛散制御型防除機ということで、ドリフト防止のＳＳでございます。

従来のＳＳでは、右にあるとおり、樹木の大きさに関係なく一定量の散布をするもので

すから、ドリフトが問題になっていたところでございます。これらについて農薬散布の

方向とか、あとはノズルを改良して、ドリフトの尐ない飛散ができるノズルということ

で研究開発を進めてまいりました。回動式の遮風板などもつけたり、ノズルの改良で粒

子を従来よりも３から４倍ぐらい大きくしたりして、ドリフトの防止に効果があるよう

に改良しまして、開発目標をほぼ達成したところでございます。 

 立ち木用については、そういうことで実用化できそうだという状況になったのです

が、研究開発の途中で、ナシとか、ブドウとかの棚用についてもこれを開発してほしい

という要望がございました。棚用については、ノズルをもうちょっと棚に近づける近接

散布で、もうちょっと効果的な防除が可能な機械ができるのではないかということでご

ざいましたので、立ち木用については先に 23 年度に市販化を予定していますが、棚用

については１年間実用化研究を実施して、24 年度に市販化するということで取り組ん

でいきたいと考えております。 

 ９ページをごらんください。高精度高速施肥機でございます。これについては、右側

にあるとおりブロードキャスターでございます。ブロードキャスターについては、非常

に安価な機械ということで現在での導入が進んでいるところでございますが、どうして

も肥料の散布量が多めになって環境に負荷を与えている状況がございますので、今回は

散布の精度を高めるということでございます。肥料の粒状で落ちるスピードなり、また

車速に合わせて散布量を制御する機構をつけて、さらにＧＰＳでトラクターの場所、速

度を測って、その速度で連動させる。 

 それから、GPS を活用して、経路の誘導ができる装置を組み込みます。大体枕地に行

ってまた次の工程に入るときは、これまでは農業者の勘で、ここら辺かなということで

入ったわけでございますが、どうしても従来は、施肥されない部分ができないように重

なりを多く取りがちでしたけれども、今回の装置では、音を出して適正な場所を知らせ

るという機構も取り入れており、これについては開発目標をほぼ達成したということで

ございます。23 年度に市販化をする方向で取り組んでいるところでございます。 

 下の高精度畑用中耕除草機は、先ほど紹介しましたので省略させていただきます。 
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 10 ページをごらんください。玄米乾燥調製システムでございます。これについては、

従来は籾のまま乾燥して、籾すり機で玄米にしていましたが、高水分のうちから籾すり

して、そこから乾燥させると燃料消費が節約できるということで、新しい乾燥の流れを

チャレンジしました。 

 燃油は、２割ぐらいカットできることは試験で確認できましたが、肝心の食味が、籾

すりした後に乾燥すると落ちる。古米のような風味が出てしまうということで、食味の

务化の点で実用化は難しいのではないかという観点でございますので、これについて

は、ここで開発を終わりたいと考えております。 

 以上、４次緊プロは現在 11 機種取り組んでいますが、１機種は既に市販化を終えま

して、完了・市販化をやろうというものが４課題、１年延長しようというものが４課題、

研究をここで終了するものが２課題という状況でございます。 

 農業機械の開発状況については、以上でございます。 

 引き続きまして、農作業安全対策の推進の御説明をさせていただきます。11 ページ

でございます。農作業安全については、先ほども御紹介がありましたとおり、我々とし

ても対策を強化しているところでございます。11 ページには、年間 400 件ほど発生し

ている事故、横ばいで推移している状況を御説明しております。 

 12 ページは、その詳細でございます。農業機械に係るものが６割、７割のウエート

を占めている。 

 13 ページは、農業機械作業のうちでも、トラクターがその半分を占めているという

状況の御紹介をしております。 

 14 ページをごらんください。当方としても、農作業安全の取り組みを強化していか

なければいけないということで、３月に策定された食料・農業・農村基本計画において、

農作業安全対策の強化を初めて位置づけて、取り組むこととしております。 

 15 ページをごらんください。今年度から農水省が旗振り役となって行っている農作

業安全確認運動の御紹介をしています。春と秋の２回に分けまして、春はトラクターの

「転落・転倒」と「労災」の加入促進。秋についてはコンバインの「転落・転倒」、「巻

き込まれ事故」と「労災」の加入促進ということで、ポイントを絞って取り組みをやら

せていただいております。 

 秋の運動は先日終了したばかりでございますが、春の運動については、全国の 624 の

機関に御参加、御協力いただきまして、農家への戸別訪問なり、研修、ポスター、パン

フレットの配布等をそれぞれの機関で行っていただいたところでございます。 

 16 ページをごらんください。労災の加入促進について、春にも秋にも重点ポイント

として取り組んだところでございます。左下の表のとおり、労災は農家特別加入ができ

るという制度がありますが、現在、特別加入している数は 12 万 5000 件程度で、これは

分母を農業就業人口でみますと、極めて低い数でございます。ただ、地域によっては非

常に高い加入状況の地域もございますので、これはきちっと運動することで、そういう

成果があらわれるものだと考えております。 

 ただ、課題は、まだ農家に十分知られていない面がございますので、今回資料として

お配りしましたが、従来は緑のパンフレットで労災の説明をしていました。ただ、これ
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は非常に字も多くて、詳細に説明しているのですが、農家の方に全部最後まで読んでも

らうのはなかなか辛うございますので、今回、厚生労働省と連携しまして、このような

導入編というか、ちょっと字が大きくて簡単に最後まで読み切れるような分量のものを

つくりました。 

 これは実はできたばかりでして、ホームページにはぶら下げているのですが、まだ印

刷の途中でございます。印刷ができた暁には現場に配布して農家に届くように、周知を

図っていきたいと思います。これを読んでもうちょっと詳細に知りたい人は、この緑の

パンフを読むという感じの導入編にしたいと思っておりまして、取り組みを今後も進め

ていきたい。 

 また、各地域の生産者団体、農協などに、これは特別加入団体というものがないと農

家は入れませんので、まだ農協によっては特別加入団体になっていないところがござい

ますので、これは早くそういう体制がとれるように協力を依頼している状況でございま

す。 

 17 ページをごらんください。先ほども審議官の挨拶にありましたが、事故情報をこ

れまでなかなか収集できなかったのですが、都道府県と協力して収集体制を強化してい

るところでございます。都道府県が独自で集めている情報について、農水省にも御提供

いただき、その情報の分析によって事故発生防止のポイントなどを我々で整理して、フ

ィードバックしたいと思っております。現在、都道府県から情報提供をいただいており

まして、その中身の分析の方法について生研センターなどと検討を進めている状況でご

ざいます。 

 18 ページでございます。22 年度に行っている安全関係の事業でございます。地域の

指導者が農作業安全の活動をするためのマニュアルを整理しようということで、東京海

上日動リスクコンサルティング株式会社さんが委託先となりまして、現在８カ所でモデ

ル活動をやっております。この８カ所のモデル活動の結果を踏まえて、推進リーダーの

選定方法、地域の推進の方法、協力体制の見直し等の取りまとめをやっていきたいと考

えております。 

 19 ページをごらんください。23 年度の予算要求の中で、農作業の安全の関連事業を

拡充で要求しております。22 年度は先ほど説明した委託事業一本でございましたが、

23 年度は委託事業に加えまして、対策①、対策②と書いてある、大きく言えば３つを

拡充要求しております。 

 簡単に御説明しますと、１点目は農作業安全に係る意識向上等の対策ということで、

事故情報については、先ほども御説明したような情報を集めているわけでございます

が、もう一歩踏み込んだ詳細な分析をするためには、詳細に聞き取りを行って、その背

景などを知る必要があるのではないかということで、何件か事故をピックアップしまし

て、聞き取り調査などをやってみたいと考えております。 

 対策の２つ目としては、トラクターの事故防止ということで、トラクターが一番事故

を起こしていますので、その対策を何とかしたいということでございます。１点目は、

トラクターの転落・転倒が起こりましたら、自動で通報するシステムの実用化の試験を

したいということでございます。トラクターの事故については、御承知のとおり１人で
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作業を行っている場合が多うございまして、実際に転倒をしても、発見がおくれて命を

落とされる場合も多い状況でございます。 

 一方、つくばの農研機構では、実際にトラクターが転倒したときに、自動で携帯電話

が通報するような基本的な研究成果はございますので、そういうものをシステムとして

確立できるような実証試験をやりたいということで、まず予算の要求をしております。 

 ２つ目は、現在販売されている新車のトラクターは、全部、安全フレームがついてい

ますが、古いトラクターはついていないものが多うございます。そういう古いトラクタ

ーを更新するときに、３台を集約してもらって、新しい１台に更新するときに、一部

15 万円ぐらい助成しようという支援策でございます。すべて合わせて１億 1800 万ぐら

いで要求していまして、現在、財務省と折衝中でございます。 

 20 ページ、21 ページに参考資料を載せております。20 ページは、刈払機については、

安全鑑定に合格するような、取っ手にクラッチがついた、手を離すと刃がとまるという

機構がついたものがほとんどありませんでしたけれども、業界の合意で、来年９月末を

もって安全鑑定に合格していない機種、適合していない刈払機の生産を中止するという

動きがございます。 

 21 ページですが、我々は農業の生産工程管理（ＧＡＰ）を進めているわけでござい

ますが、そのＧＡＰの中に労働安全の項目を入れまして、日ごろの生産工程管理の中で、

安全の取り組みを浸透させていくことも取り組み始めたところでございます。 

 資料１については、以上でございます。 

○笹尾分科会長 ありがとうございました。 

 ただいま説明いただいた内容は、大きく分けて２つございました。革新的農業機械の

開発・普及と、農作業安全対策の推進ということでございます。あわせて議論してもい

いのですが、かなり内容が違うようですので、革新的農業機械の開発・普及についてま

ず質問なり御意見をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○小田林委員 小田林です。ただいま説明がありました機械の中で、一忚今年度で開発

を終了する、要するに完成しなくても終了する機種が２機種あったかと思います。それ

は今後どういうふうな展開を見る予定なんでしょうか。 

○今野課長補佐 先ほど説明しました 10 機種の中で、加工・業務用キャベツの収穫機

と玄米乾燥機については、実用化に移行せず中止するということでございます。加工・

業務用キャベツ収穫機については、収穫のスピード、２条を一気に収穫する技術につい

ては成果が得られたわけですが、流通業者さんもプロジェクトチームに入っていただい

ていたのですが、当初は、加工・業務用ですから若干キャベツが傷んでいても、そこら

辺は流通に耐えられるのではないかという話をしていたのですが、実際に見てみます

と、もうちょっと精度を上げた収穫が望まれるということで、そこら辺はＰＴの中でも

クリアできなかったということでございます。 

 今回、機構的には早く収穫できるところについて成果は得られましたが、実際にもう

ちょっと収穫精度を上げていくためには、機械を一から見直さないといけないというこ

とです。１年延長しても、確実に実用化に結びつくというよりは、もう尐し時間がかか

るということでございます。この加工・業務用キャベツ収穫機については、一旦今回の
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事業は終わりまして、もう一回そのコンセプトを練り直して、どういう形でいくかとい

うシーズ研究から始めていかなければいけないということでございます。得られた技術

的な成果を今後に生かしていきたいと考えております。 

 玄米の乾燥調製システムについても、こういう乾燥の仕方だと、燃費は確かに２割ぐ

らい軽減できる成果は得られているわけですが、いかんせん食味の务化がどうしても防

げないということでございます。これについては、方式がどうしてもなじまなかったの

かなということでございます。今後の方向性というよりは、これも燃費が２割低減する

という成果は得られましたが、これについてもコンセプトを一から練らなければいけな

いということで、今回の事業としては終了するという状況でございます。 

○笹尾分科会長 いいでしょうか。 

 ほかにこの機械の開発等についての質問、御意見はございませんでしょうか。 

○佛田委員 佛田でございます。３ページに普及状況が書かれておりますけれども、か

なりたくさんの機械を開発されてきた。恐らく全く何もないところから開発されたもの

もあって、非常に御苦労なさってやってこられたと思います。例えば穀物遠赤外線乾燥

機というのは、10 万台ぐらい出ているという点では非常に評価できるのですが、先ほ

どの御質問にもありましたように、取りやめるものとか台数が非常に尐ないものもござ

います。過去は過去として、これはこれでやってきたのでそういうことなんでしょうけ

れども、農業の現場は大きく色々な環境変化があって、ここ３年、５年で変わっていく。

大規模な稲作経営というのは急速に増えている。 

 ところが市場の状況も踏まえると、生産性をどうやってもっと大胆に高めていくかと

いうところに来ていると思うのです。そういうところへ資源投資、もしくは今後の緊プ

ロなり過去の資源を生かしたそういう展開が必要だと思うのです。こういう機械を定め

ていくに当たって、どういうプロセスでこれがターゲットになるのか。恐らく１人や２

人の人が必要だからといって作ることなんてないはずで、どういう市場の目論見とか、

あとは必要性とか、社会的な貢献性が高いとか、それをどういうプロセスでお決めにな

っているのか聞かせていただきたいと思います。 

○今野課長補佐 この緊プロ機種の入れ替えということで、今回のプロセスについても

色々工夫しているので、それは資料２で説明させていただきますが、従来の３次までの

緊プロ機については、どちらかというとメーカーや生研センターで、その機械の現場の

ニーズなり実用化の可能性なりを踏まえて課題を設定していた状況でございます。 

 今、御指摘がありましたとおり、売れている機械は売れていますが、実用化しても台

数が出ていない機械もございまして、そこについては我々は市場調査が尐なかったとは

思っていないのですが、機械そのものが現場のニーズに合ってなかったということなの

かなと思っております。今回の第４次緊プロの課題選定では、まずは我々の内々だけで

課題候補を挙げるのではなくて、普及員とか、メーカーとか、大学とか、そういうとこ

ろに広くニーズを調査しております。第４次緊プロは今 11 課題になっていますが、当

時は 114 課題の提案がございました。そこをまず行政部局で、行政ニーズの低いものを

落としていって、あと生研センターで技術としてなかなかクリアし難いものを落として

いってということで、絞って 11 課題になっております。 
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 資料２でもう一回御提案しますが、今回さらにそういう工夫を加えまして、できるだ

け我々は実用化したものが幅広く現場に入るような取り組みをしていきたいと思って

おりますが、第４次緊プロではそういうことで初めて課題を広く募集して、研究期間も

３年に縮めたりという工夫をしております。今回もさらに工夫を重ねて、できたものは

確実に入るような工夫をしていきたいと思っております。 

○笹尾分科会長 どうぞ。 

○鈴木委員 鈴木でございます。今の佛田委員の御質問と尐しダブるところがあるかも

しれませんが、この普及台数をいつも出していただいて見せていただくのですが、遠赤

とかは間違いなくもの凄く入っているなというのはわかるのですが、ほかの機械につい

ては対象となる、ターゲットとなる農家がどのぐらいいて、そこにどのぐらい入ったの

か、普及率がどのぐらいなのか。あるいは、この３行でまとめられたところに、農作業

の効率化、労働負荷の軽減などに貢献と書かれていますが、実際に導入した農家が、そ

この生産性がどのぐらい向上したのか、手取りがふえたのか、労働時間が短縮されたの

か、そういうような分析はされているのかどうか。もし十分でなければ、そういった部

分が必要なのではないかという気がします。 

○今野課長補佐 ありがとうございます。確かに売れていない機械については、どちら

かというと機械の価格が高過ぎて、経営的にペイしないという点があって、なかなか導

入が進んでいない部分があったと思います。今後、機械の選定に当たっては、そういう

ところの分析もしつつ機種の選定に当たっていかなければいけないと思っていますの

で、後半のところで色々御意見いただければと思います。 

○笹尾分科会長 それでは、緊プロにつきましては、次の議題でも新しい開発機種等の

御議論がございますので、ここで次の課題であります農作業安全対策の推進について、

質問等お伺いしたいと思います。 

○平林委員 平林でございます。農作業の事故防止の活動につきまして、今まで何十年

として同じことで、のぼり旗、チラシの配布、そして期間中の春と秋は安全の宣伝カー

でやっているのが実情だったと思います。これは何年やっても同じで、事故が減ってい

ないということは、何か転換して違う方法をやっていただいたほうがいいと思います。 

 先ほども展示会とか色々の関係のところで、秋のほうをやって成果が上がっていると

言われております。確かこれはそうだと思いますので、こういうのは我々ばかりではな

くて、一般の人も巻き込んで、どうしたらこういう関係のやつがいいかということでも

って、何か別に賞金をたくさん出さなくてもいいけれども、採用になった場合は図書券

でも結構ですが、そのような関係のちょっとしたことでもやって、一般の人からそうい

う関係の御意見を伺ったらいいのではないかと思います。 

 それから、転倒事故でトラクターが一番数が多いことは分かっているわけです。安全

フレームという問題が一番大きな問題ですが、３台を処分して１台の場合、15 万円を

支援するというのはよく分かっおりますけれども、１回目からすぐやれというのは無理

かもしれませんが、１台に１台を出していただきたいと思います。３台ということでは

なくて、買い替えの場合は１台単位で、なるべく早い時期に支援をしていただきたいと

思います。 
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 以上です。 

○今野課長補佐 農作業安全の推進方法については、今御指摘があったとおりでござい

ます。私どもも課内で色々と、ポスターとかチラシというのは従来の方法だなというこ

ともありまして、もうちょっと斬新なアイデアはないかということで日々議論しており

ます。知恵が出てもお金がなかったり、色々あります。私どもも従来のチラシ、のぼり

旗、ポスターでいいとは思っていませんので、知恵出しは進めていきたいと思います。

また何か革新的な良いアイデアがありましたら、ぜひ私どもに御一報いただければと思

っております。 

 トラクターの事業については、今回は３台を処分して１台ということで要件がついて

います。これの背景は、大体今普及している 190 万台ぐらいトラクターがあるのですが、

今も既に安全フレームがついていない機種は、小型で 20 年ぐらい使っているものと思

っています。恐らく中山間とかそういうところを中心に使われていると思いますが、15

馬力とか 20 馬力のトラクターを更新するということになるのかなと思います。20 馬力

ぐらいのトラクターでも、５ha、６ha ぐらい処理できるような能力がありますが、そう

いう方は１ha の面積を持っていないぐらいの方だと思います。 

 限られた予算を効率的に使うという観点からは、ある程度の面積を集めていただくと

いうこと。もう１つは、そういう農家は高齢な農家が多いので、高齢な農家は３台を１

台に集約することで作業を集約してもらって、その機械作業の機会も減らすことで、事

故のリスクを減らしていくという観点もあるのではないか。そういうことで３台を集約

していただくことを要件にさせていただきました。また、これについては今御指摘もあ

ったとおり１年目の取り組みでございますので、その運用についても年々工夫が必要か

なと思っているところでございます。 

○笹尾分科会長 どうぞ。 

○阿部委員 この安全対策ということについては、物をつくるときの品質管理と相通ず

る面があります。安全上、設備的に絶対にけがをしないような対策をやるか、あるいは

作業体系の中で必ずアラームが出るようにするか、あとは教育するかしかありません。

安全対策をしっかり、先に機械にそういう手を打ってしまう。安全フレームもその１つ

でしょうが、そういうふうに機械そのものにしっかりと安全対策をしていく。これは農

業機械に対して農林水産省の基準等で、機械にはこうしなさいという強制的に安全対策

を打つことになります。そして作業体系の中で危険になったら、必ずアラームが出るよ

うにして作業者に教える。これもアラームという意味で機械の標準として決めてしま

う。 

 教育啓蒙というのは、何も運転免許みたいなライセンスは要らないのですが、例えば

２年に一度は、近くの農協などで研修を受け、受けた人には全員に受けましたよという

認証を与えます。そういう形で教育していったらどうでしょうか。３台に 1 台の助成と

言ったら、それでは古い機械を乗り続けている人は、いつまでたっても安全フレームは

付かないです。シートベルトもないです。こういうふうになってしまう。実施するので

あれば思い切ってやってしまうということをやらないと、予算の関係もあるのでしょう

けれども、じわじわ流れの中でというのでは、なかなか効果は上がらないだろうと思い
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ます。 

 のぼり旗もいいのですけれども、それは意識の問題です。それよりも先ほど申し上げ

たような研修によって認証を与えるぐらいのことをやらないと、なかなか安全対策は徹

底しないだろうなと思います。 

○今野課長補佐 ありがとうございます。我々もできる範囲で色々なことをやらなけれ

ばいけないと思っております。今回も、後のテーマになりますが、緊プロの課題にも安

全の項目というか、機種を入れたいと思って御提案させていただきます。 

 我々の試算では、多分４割ぐらいがフレームがついていないかなと思っております。

そうすると 80 万台ぐらいあるものですから、思い切ってやるというとかなり清水の舞

台を飛び降りるぐらいの金額になるので、まずはそういうような形になっております。

色々な手法を考えなければいけないという気持ちは多分一緒だと思っています。 

○笹尾分科会長 どうぞ。 

○佛田委員 ２つありますが、１つは教えていただきたいのですが、13 ページに事故

のデータがございます。ここで 260 件のうち、94 件が乗用トラクターの転落・転倒と

いうことですから、これがどうなっているのかというのがとても重要ではないかと思う

のです。ここがポイントではないか。恐らく推察するに、うちの近所でもそうですし、

私も色々な仲間のところに行くと、道の狭いところやら色々な圃場条件があります。恐

らくちょっとしたことで落ちるとか転倒するということですが、いずれにしても、安全

フレームがついている、ついていないに関係なく、ここはどうなっているのかというの

を１件１件ちゃんと精査することが、私はまず１点重要ではないかと思います。 

 今ほど幾つか御意見が出ていますが、全額簡易な安全フレームを予算でやろうと思っ

たら、それは基本的に無理だと思うのですが、今農家に出入りしているのは、営農指導

員、普及員、農機のサービスマンの３種類の人たちであります。この３種類の立場の方

のウエートから言うと、農機のサービスマンの方の来られるウエートが結構高まってい

る。結構ほかが色々人数が減ったりして、そういう状況だと思うのです。 

 いずれにしても、兼業農家であろうが専業農家であろうが、農機具が壊れて修理が必

要なことは必ずあるわけです。その訪問したときに、わずかな助成でもいいと思うので、

助成があるからつけませんかということ。今ほどあった講習会というのは、これもメー

カーさんにお願いするのか、農協さんにお願いするのか、どういう方法がいいかわかり

ませんが、何らかの尐しのお金で年に１回、地元の実際に機械を使われる方に集まって

いただいて、地域ごとに講習会をきちんとやっていくということで防ぐしかないのでは

ないでしょうか。 

 シートベルトをつけて、簡易の安全フレームを普及させることは、尐しは当事者の負

担もかかると思うのですが、その機械を使い続けるという点では、新しい機械を買うわ

けではないので、そのまま使う分には設備投資はかからないわけですから、それをもっ

て改良で普及することを半ば義務的に推し進めることをおやりになるしか方法はない

のではないかと私は思います。 

 それから、労災も以前の会議で申し上げているのですが、機械を買われる、もしくは

修理に出されるときに、労災も半ば義務的に加入していただくことを進めるというこ
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と。現実に事故が起きて、全く保険金が出ないというケースが結構あるというのも私は

近所で聞いたことがあります。そういう問題もありますし、安全意識を全体として高め

ていくという点では半ば義務的に、遠慮されるのではなくて。予算がないからなかなか

言えないというお話があるのかもしれませんが、そういうことではなくて、方針として

打ち出すことが非常に重要ではないかと思います。 

○今野課長補佐 ありがとうございます。最初の点ですが、まさにおっしゃるとおり機

械の 260 件の中でもトラクター、そのトラクターのほとんど８割、７割が転落・転倒と

いうことで。この調査につきましては、厚生労働省の人口動態調査の戸票を１個ずつ拾

い上げているものでございます。おおむねの分析はできております。ただ、路肩を踏み

外す。路肩も結局草刈りをしていないので境界線がわからずに、ちょっと行ってしまっ

たらそこが境界線だと落ちてしまう。あと無理な体勢、垂直ではなくて、ちょっと斜め

から圃場を出ようとして踏み外したとか、そういうことで転落する原因になっていくわ

けでございます。 

 ただ、我々も実は本当のところ、転落・転倒と言っても色々な原因があるので、本当

のところどこが一番の原因なのかを探りたいと思っております。今回の都道府県が独自

でやっている事故調査も、我々に提供してくださいとか、先ほど予算でもありましたが、

対面調査で深掘りしたいというのは、委員の御指摘のとおり、我々ももう一段突っ込ん

だ分析をしたいなと思っております。その点で本当の転落・転倒で一番多い原因、本当

に草刈りをすればちゃんと防げるのか、もうちょっと整備が必要なのか、その辺につい

ても分析を進めていきたいと思っております。今のところは戸票で得られた情報しかな

いので、もう一段突っ込んだ調査をしていきたいと思っております。 

 それから、おっしゃるとおり農機のサービスマンが一番多いということであります。

私どももこういう安全の助成は今までやったことがないので、まずはこういうやり方で

どうなのか。僕らも参考になったのはエコカー補助金でございます。あれも実はよくよ

く見ると、新車買っても 10 万円ぐらいしかもらえないのですが、皆さんがワーッと来

るので、そんなものなのかなと思ったりしています。そこは予算を組み立てる中で色々

勉強させていただきたいと思っております。 

 労災については、本当に知らない人が多いので、まずは周知したいと思います。あと

色々な形で御指摘のとおり、メーカーの販売員の皆さんが販売展示会で農家に接するの

が一番多いので、連携して周知を進めていきたいと思っております。 

○笹尾分科会長 それでは、児玉委員、去年ですか、キャンペーンも張っておられたの

で、一言この安全について御意見がございましたら。 

○児玉委員 農作業安全については、農水省さんのほうで去年と比べまして、一歩二歩

前進したと思っております。１つは 17 ページの事故情報の収集体制の強化の部分です

が、私どもも県レベルで事故情報を収集しているところに伺っても、どこから第一の情

報を得るかというと地方の新聞が多いということで、皆さんそこが一番、自分たち独自

で入れられないかということが課題になっているようで、１つは警察情報を何とかして

入手したいと県の方もおっしゃっていました。農水省は労災のほうでも厚生労働省と今

タッグを組んでおりますので、警察からの事故情報などが、県の方でもプレスリリース
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でいいと言っているので、警察の農作業事故情報が県の担当者にも入るような、行政官

の横の情報というものを農水省さんのほうでやっていただくと、地方の現場レベルは非

常にやりやすくなるのではないかと考えております。 

○笹尾分科会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、時間の都合もございますので、次の議題に入って、またその後、ただいま

のような議題も含めて御質問いただける時間をとりたいと思います。 

 

 

 

（２）緊プロ事業における新たな開発機種（案）について 

 

○笹尾分科会長 それでは、緊プロ事業における新たな開発機種（案）について、資料

２に基づいて説明をお願いいたします。 

○今野課長補佐 資料２で、緊プロ事業における新たな開発機種（案）について御説明

させていただきます。 

 まず１ページをごらんください。緊急プロ課題の選定でございます。これについては

先ほどの資料１でも御説明しましたが、高性能農業機械の開発の基本方針に基づいて開

発を進めております。現在の基本方針は 20 年度に全面改正しまして、今開発している

11 機種については、農作業のさらなる省略化に資する機械と、環境負荷低減及び資材

の効率利用に資する機械ということで、７機種、４機種をそれぞれ位置づけて開発を進

めている状況でございます。 

 今回については、右にありますが、その１つ目、２つ目の分野に加えまして、３つ目

の農作業の安全に資する機械という項目を加えた３分野で、基本方針に位置づけて開発

を進めていきたいと思っております。 

 選定に当たってのポイントを下段に書いてございます。当方は緊プロ事業でございま

して、国が支援して行っている事業でございますので、必要性・緊急性のところにあり

ますが、民間企業単独では開発が難しい機械を選定してやっています。例えば機械化が

遅れている園芸、畜産など、市場が小さくて、開発リスクも高い機械。また、環境保全

や農作業安全とか、施策的な必要性から速やかに対忚が求められている機械、そういう

ものを私どもは選定しております。 

 あと②に革新性を入れることで、生産体系が変わる。③の実用性で、技術的にシーズ

があって、きちんと終えられるもの。そうはいっても一定程度の普及は見込まれるとい

うポイントで、機械の選定をしております。 

 一番最後を見ていただきたいと思います。14 ページでございます。今回、10 課題に

ついて御説明をさせていただきたいと思っておりますが、審議会に至るまでに色々な段

階を踏んでおります。14 ページの一番上でございます。今回についても、まずは３月

に行政部局、普及員、農業団体、メーカー、大学等から開発機種の要望を広く募集して

おります。ここで 68 課題の要望がございました。 

 ここにつきまして、我々と生研センターのほうで、政策的なニーズ、技術的な面から
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課題を 18 に絞っております。18 の中で、我々と農水省の関係課の担当、生研センター

の研究の担当者と分野別に課題の選定準備会というものをやりまして、開発機種の絞り

込みを行いまして、10 課題となっていまして、今回この審議会のほうで意見をお伺い

したいと考えているところでございます。 

 最初に戻っていただきまして、２ページでございます。今回御提案させていただきま

す機種は 10 課題でございまして、まず農作業のさらなる省略化に資する機械というこ

とで、５課題を提案させていただきます。土地利用型として高能率水稲等種子消毒装置、

高機能型ポテトプランタ、ラッカセイ収穫機、園芸機械としていちごパック詰めロボッ

ト、モノレール対忚クローラ運搬車でございます。詳細は後で説明させていただきます。 

 ３ページをごらんください。環境負荷の低減等に資する機械ということで３課題、土

地利用型の機械としてブームスプレーヤのブーム振動制御装置、園芸作物として施設内

における静電防除ロボット、畜産分野では微生物環境制御型脱臭システムでございま

す。新しい分野として、農作業安全に資する機械として２課題、乗用型トラクターの片

ブレーキ防止装置、自脱コンバインの手こぎ部の緊急即時停止装置でございます。 

 これらについて、詳細には４ページ以降で説明させていただきます。 

 ４ページをごらんください。まずは省略化に資する機械について御説明させていただ

きます。高能率水稲種子消毒装置でございます。左側に現行の状況を説明しております。

今、温湯消毒という手法が現場にも入っていますが、この温湯消毒のやり方については、

お湯が入ったバスタブに 10～15 分つけまして、その後また脱水して乾燥してという作

業工程になるわけですが、非常に作業工程が多くて能率も低い、また施設が大かがりで

ある。お湯を沸かすエネルギーもかかるし、排水にも処理が必要だということで、これ

らを熱水蒸気によりピシャッと消毒する装置を開発したいと考えております。 

 右側にございますが、乾球温度 200℃、湿球温度 80℃の過熱水蒸気で２秒パーッと暴

露して、そのまま常温通風することで冷却をかねるということで、その処理の機械をグ

ッと短くする。脱水・乾燥の工程を不要にしたいということでございます。これにより

まして処理能力は２倍となりまして、コストも低減できるのではないか。また、一たん

水に浸すこともないので品質も保持できるということで、メリットが多いのかなと考え

ております。 

 下の青い四角に、導入目標台数なりを掲げております。大規模な温湯消毒の施設が入

っているところをターゲットに、170 台ほど導入を目指して開発したいと考えている機

械でございます。 

 ５ページをお願いします。次の機械は高機能型ポテトプランタでございます。左のほ

うに現行の状況が書いてあります。現在、バレイショの播種については、ポテトプラン

タとカッティングプランタの方法がございます。ポテトプランタについては、種芋をあ

らかじめ手作業で包丁で切って入れるということで、そこで非常に手間がかかっている

状況。また、カッティングプランタは機械のほうで切るのですが、その機械の切断機構

に消毒機能はありませんので、病害伝播の危険性が非常に高いという問題がございま

す。 

 これらにつきまして、切断機構に消毒機能を具備した機械を開発したい。また、植え



- 19 - 

 

付けについても２列として高速作業に対忚するということで、慣行の播種作業の労働時

間を 40％ぐらい削減するような機械を開発したいと思っております。 

 これについては北海道から開発の要望が来ておりまして、それに対忚したいというこ

とでございます。導入の台数は青枠にありますとおり、現在機械もあるわけですが、そ

こに５％ぐらい５年間で普及することを見込みまして、まず 270 台ぐらいを目標に頑張

っていくという目標を立ててやっております。 

 ３つ目の機械はラッカセイ収穫機でございます。これについてもラッカセイの産地か

ら熱い要望があった機械でございます。現行を見ていただきますと、掘り取りについて

は、写真にもありますとおり、トラクターに装着した、サブソイラに刃がついたような

機械で掘り取りまして、あと人力で裏返して天日干しするということで、この作業が高

齢化も進んで作業が難しくなっている。全作業の半分はこれに費やしているということ

で、毎年ラッカセイの生産面積は減っている状況にございます。 

 ここの部分について機械を開発したいということで、掘り取り・反転作業の部分を機

械化したいという今回の発想でございます。これらの機械を開発できれば、収穫作業は

およそ半分ぐらいの時間が減らせるのではないかということでございまして、地域から

の要望もあるので、対忚したい。 

 これについて目標導入台数でございますが、昔は１万 8000ha とか２万 ha ぐらい作付

面積があったのですが、今は 8000ha まで減っているということで、これらの機械導入

可能な面積を持つ農家は７割ぐらいですので、そこの１割ぐらいに入れたいということ

で、110 台ぐらいの導入を目指して開発を行っていきたいという機械でございます。 

 ７ページをごらんください。園芸作物でイチゴパック詰めのロボットでございます。

現行については、いちごのパッケージセンターで選別出荷作業をやっているところが多

いわけでございますが、果実のハンドリングがほとんど手作業で、これらの人件費の削

減が課題になっているということでございます。この課題も産地からの要望でございま

す。これらについては、そういう労働力の省略化に資する右のような新しい機械を開発

したいということでございます。 

 まずパック詰めのロボットで、収穫箱から果実を取り出して、選別してパック詰めを

する。基本的にはソフトパックに詰める機械を開発したいということでございまして、

平詰めパックによる高付加価値化に資する機械ということでございます。これらにつき

ましても主産県のパッケージセンターへの導入を目指して、これは 90 台ですが、導入

を目指して開発していきたいということでございます。パック詰めについても、全体の

３割ぐらいの時間を占めているということでございますので、そういう現場からの要望

もあったところでございます。 

 次は８ページでございます。モノレール対忚クローラ運搬車でございます。傾斜地の

運搬はモノレールと人力が主力になっていますが、このモノレールに対忚するクローラ

運搬車というニーズがございまして、実は中央農研の近畿中国四国研究所においても開

発を行っているところでございますが、これが現在 40 キロしか詰めなくて、なかなか

普及に至らない状況にございます。 

 これらについて、全体の軽量化を図って積載量を増大するということ。また、クロー
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ラの運搬車と組み合わせて機動的で高能率な運搬システムを構築したいということで

ございます。これらについてはモノレールを使用している園地が４万カ所ぐらいあると

想定されますので、そこの導入可能な面積を持つ園地の１割ぐらいを目標に、120 台ぐ

らい入るような目標で開発を進めていきたいということでございます。 

 次に９ページをお願いします。ここからは環境負荷低減の課題でございます。ブーム

スプレーヤのブーム振動制御装置でございます。これについても現場からのニーズでご

ざいます。既存のブームスプレーヤは高速作業をしようとすると振動が起こりまして、

機械の損傷や作物の損傷といった危険がある。また、ブームが揺れるということで農薬

のドリフトなり、また不均一散布などが起こるという問題点がございます。 

 右側でございますが、ブームの振動を制御する機構をそれに入れまして、高速の作業

を可能にし、労働負担を軽減したいという目標でございます。これについては水田、畑

作両方入る機械ですので、目標台数も 1000 台ぐらいを目標に導入していきたいという

ことでございます。 

 次に 10 ページでございます。施設内における静電防除ロボットでございます。左側

の現行の写真にあるとおり、非常に务悪な環境下で防除作業が行われておりまして、こ

れらを軽減したいということ。また、人手だと余計に播いてしまうので、その効率散布

を実現したいということでございます。 

 これにつきましては、右にありますとおり無人散布による軽労化と農薬被爆の回避、

それから静電散布による効果的な防除、また防除時間の 20％削減を目標に開発してい

きたいということでございます。これについては、ガラス温室の面積の５％をまずは目

標に、導入が図れるような機械ということでやっていきたいと考えております。 

 次は 11 ページでございます。畜産の機械でございます。微生物の環境制御型脱臭シ

ステムでございます。左側の現行の部分ですが、現在も生物脱臭の機械はありますが、

図にもあるとおり、堆肥化装置から出てくる悪臭をそのまま生物脱臭装置に送入してお

りますので、下の円に書いてあるように、外気の状況なり堆肥の状況によって、想定を

超える負荷がかかると微生物も死んでしまうということで、ここら辺の改善が求められ

ているということでございます。 

 右側の新しい今回のシステムでは、下の絵にありますが、堆肥化装置と脱臭ユニット

の間に、気液接触による微生物環境制御部というのを入れまして、このピークをならす

ことによって、その負荷がある程度の範囲にいつもおさまっている形のものを脱臭ユニ

ットに入れられるようにしたい。 

 そうしますと今までオーダーメイドで脱臭部分をやっていたものが、その一定部分に

おさまっていますので、ユニットができるということで、コストも２分の１から３分の

１に低減するのではないかということです。施設がふえれば、そのユニットを増設する

ことで対忚できるという状況でございますので、設備投資も非常に軽減されるというこ

とでございます。これにつきましては、目標としては、５年間で 50 カ所ぐらい入ると

いうことで取り組んでまいりたいということでございます。 

 最後に、新しく安全のテーマでございます。農作業安全の装置ということで、今回２

つ提案させていただきます。１つ目は乗用型トラクターの片ブレーキ防止装置でござい
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ます。先ほど転落・転倒が一番多いという議論もありましたが、片ブレーキを連結させ

ることを忘れて、移動走行の間に片ブレーキを踏んでしまって、急旋廻で倒れるという

事例もあるところでございます。これらの片ブレーキ状態を回避して、連結が片ブレー

キ状態にならないような後付けのものをつくりたいということでございまして、それが

右側に書いてあるわけでございます。 

 片ブレーキの作業が必要と思ったときに、ブレーキペダルに装着した機械的スイッチ

によって片ブレーキ状態になって、それが終わったらまた連結されて自動的に復帰する

ということで、必要なときだけ片ブレーキになる。また、既存のトラクターにも追加装

着できるような形を考えていきたいと思っております。これらについては、実用化され

たら、将来的には全機種に入るような形で取り組んでいきたいと思っております。 

 最後に 13 ページでございます。自脱コンバインの手こぎ部の緊急即時停止装置でご

ざいます。これについては、現行も緊急停止装置はついておりますが、生研センターの

試験によりますと、パッと押して止まるまでに、まだ１ｍ40cm 動かないと止まらない

という機種もあります。簡単に言えば、押したらピタッと止まるような機構を開発した

いということでございます。 

 また、開発に当たっては、どんな小さな人でも触れるようなボタンであるとか、その

ボタンを操作しないと再始動しないという工夫もしたいということで、これらについて

も実用化できた暁には全機種に適用が図れるようにやっていきたいということでござ

います。 

 14 ページでございますが、先ほどもありましたとおり、今回御提案させていただき

ました 10 機種に至るまでには、68 課題からスタートしております。 

 参考資料２でＡ４の１枚紙を用意していますが、今回、分野別の課題選定準備委員会

で予選から落ちた８課題について御紹介しています。土地利用型で５機種、園芸で３機

種ございました。 

 先ほどの議論にもありますが、今回、開発機種を選定するに当たっては、開発された

らきちっと導入されるものを厳選したいと思っております。今日色々御意見いただきま

した後、これらの機種については、関係する産地、または関心のある民間企業さんに、

導入見込みや販売見込みの台数をこの時点で調査しまして、その結果を選定に反映した

いと思っております。 

 参考資料１でＡ４縦の資料がございます。今回の 10 機種について、試行的に主産県

に聞き取り調査をしてみました。その必要性や機能と価格の妥当性という項目で評価を

いただいております。今回試行的にやりましたが、機能と価格の妥当性については、こ

こまで能力的に要らないので、もっとコンセプトを落として、価格が安くなるようにし

たほうがいいのではないかという意見もいただいておりますので、最終的な機械のコン

セプトを設定するに当たっては、こういう意見も踏まえて、この段階で見直していくと

いう作業をしていきたいと思っております。また、見直したものを現場に意見を聞いて、

優先順位をつけて選定していきたいと思っております。 

 これらの作業を事務方でやらせていただきまして、また２月に審議会を設定させてい

ただきます。またそこで皆様に御議論いただきまして、最終的な機種の御決定をしてい
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ただきたいと考えております。２月の審議会を経ましてから、基本方針にこれを位置づ

けるという作業を事務方でやりまして、４月から新しい開発にスタートする。 

 もう 1 つ考えているのが、４月上旬というところの赤い四角でございますが、今回選

ばれた機種のパートナーとなる民間企業を選ぶに当たりましても、技術開発力とともに

研究費の負担とか製品化後の販売計画など、意欲的に取り組むというメーカーと組める

ように、ここら辺も運用の工夫をしていきたいと考えているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○笹尾分科会長 緊プロ事業における新たな開発機種ということで、議題１のところで

御指摘のございました、どのようにしてこの機種を決めていくかという課題に直接結び

つく問題でございますが、第４次から既にこういう段取りをとりながら決めていってい

るということで、今回もそこのスケジュールにございますように、３月に 68 課題あっ

たものを 18 課題に絞り、さらに検討して今 10 課題が御提案されたわけです。 

 それで本日は、この 10 課題について委員の方々からいろいろな御意見を伺って、さ

らに来年２月にもう一度お集まりいただいて、最終的な機種の決定をしていきたいとい

う提案でございます。そういうことで、いろいろ御意見をいただきたいと思います。そ

の前に、議題１で取りまとめをしないままに進んだように思うので、議題１での２課題

は今年度でやめるということについて、御提案どおり委員の方々は御承認いただけます

でしょうか。 

 ありがとうございます。一忚議題１で今始めた 11 課題のうち、２課題は打ち切りと

いうことで進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、ただいま御説明のありました、これからの新たな開発機種の選定に向けて

御意見等いただきたいと思います。 

○佛田委員 14 ページのスケジュールというか、決定のプロセスのチャートがござい

ますが、ここには農業者の方はメンバーに入っていらっしゃらないのでしょうか。一番

上のところに行政部局から大学等と書いてありますが、ここには具体的に実際にお使い

になるような立場、もしくはこうやって機械も畜産から畑作、稲作、園芸まで非常に幅

広いわけで、結構専門性の高いニーズがないと、この価格と導入する価値の費用対効果

のバランスというのは、私なんか大体はわかりますが、厳密なところがわからないわけ

です。ですから、そういうプロセスが必要なのではないかと思うのですが、いかがです

か。 

○今野課長補佐 ３月中旬に 68 課題の提案をいただいたときは、農家の方直接にアン

ケートとるという方法よりは、その方たちに接している普及員から、そのニーズを吸い

取るという方法で提案をいただいています。ただ、御指摘のとおり、確かに実際に導入

する方は農家の皆さんですので、今回の審議会が終わった後の意見聴取の仕方について

は、現場の方の意見も入るような工夫はしたいと思います。 

○佛田委員 ３次までやられてきて、さっきの１つ目の資料の、台数の出ない原因とい

うのは恐らくそこにあるのではないかと思うのです。農家も結構都合のいいことを言う

もので、実際自分が買わなければ、いいよいいよと適当に言って、でも、買うというか

実際にお金を出す人は、こんなんじゃ買わないということをまた一方で平気で言うわけ
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です。 

 ですから、私はこれはあくまでも自分の感覚ですが、10 万円から 50 万円と、100 万

円から 500 万円と、1000 万円から上という、買いやすさの価格というのはそんなとこ

ろにあるのです。大体 50 万円ぐらいまでのものだと、ちょっとした改良のためには投

資がしやすいのです。日本で売れているものが 100 万円から 500 万円ぐらい、トラクタ

ーもコンバインも田植え機も大体その価格帯に入りますが、買いやすい価格なんです。

コンバインとかトラクターも 500 万円を超えていくと、それはなかなか買いにくくなっ

ていくということだと思うのです。 

 今回の資料で示されたものも、例えば種子消毒の機械は 500 万円から 1200 万円とい

う価格では、1.2 倍ぐらいの開きのシミュレーションがあって、かつ聞き取り調査票を

見ると色々な意見が書いてあります。恐らくお客様が誰かというのが、この幾つかのケ

ースも違うのだと思うのです。農協の種苗センターみたいなところと、個人のどれぐら

いの規模の農家なのか、もしくは大規模な集団経営とか稲作経営なのかによって、出る

台数も違うでしょうし、求める内容も違うと思うのです。ですから、私は 14 ページの

決定のプロセスの中に、ある程度機械のことに詳しくて、具体的に導入意欲をある程度

持っている農業者の方々にメンバーになっていただいて、こういうことについて御精査

をいただくほうがいいのではないかと思います。 

 例えばすごい初歩的な話ですが、13 ページのコンバインの安全装置は、私のところ

の機械にもついていますが、ここに御指摘のとおり、とても高いところにありますが、

この右の絵も左の絵もボタンの高さは違っていますが、右手がこっち側にあって、左手

で押さなければならなくなっているので、結局手がはさまれていった途中で押すみたい

な場所の設定になっているのです。脱穀機のチェーンに手を挟まれたらどうなるか、皆

さん想像がつくと思います。ですから、もう尐し低くて左側についていないと止められ

ないんですよ。これは機械をお作りになる方々の御意見と、現場で使う方々の御意見の

かみ合わせを、もっとやったほうがいいようなケースではないかと私は思うのです。 

 こういうボタンがついて非常に安全性は高まったのですが、これ 1 つ取っても非常に

考えるべきことが幾つもあって。堆肥なんかもそうですが、じゃあこの装置を入れる前

に、においを出さない改善策というものが、どういう技術とかみ合わさっているのか。

畜産経営なんか行きますと、牛が下痢しているような農場も結構あって、そういうとこ

ろはまずそっちのほうをちゃんとやらないと、多分こういう機械を入れてもなかなか農

場のにおいはとれないということがあると思います。 

 私はこの一つ一つ精査していくということで言うと、幾つも問題があるのではないか

と思います。イチゴのロボットも、年間の人件費削減が 230 万なのに、価格帯が 1500

万から 2000 万だと投資メリットがないと思います。ですから、これを例えば幾らなら

導入できるのかということを考えて設備投資や設計をやっていく必要がある。つくる側

の方々には大変無理なことを申し上げる話なのかもしれませんが、そういう設定や努力

をしていくというのが国がやる意味があって、国がお金を出して、民間ではなかなか取

り組めないような研究開発をおやりになる意味だと思います。私は 14 ページの決定プ

ロセスに、各分野の農作業を実際におやりになっていて、かつ実際に自分で機械に投資
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される方々の御意見をきちんと聞くプロセスを設けられたらいいのではないかと思い

ます。 

 以上です。 

○今野課長補佐 ありがとうございます。私どもも、まさに開発されて実用化された折

に導入していただかなければ機械を開発する意味もありませんので、そういうプロセス

については今後どんな方法があるか検討したいと思っております。 

 また、４次緊プロでプロジェクトチームによる進行管理という方法も入れましたが、

そこには現場の農家さんにも入っていただきまして、研究開発中にもコンセプトを柔軟

に変えられるような仕組みを導入しているところでございます。そういう運用改善につ

いては、できるだけ可能な限り取り入れたいと思っております。 

○笹尾分科会長 大変貴重な意見をいただいております。現場で直接機械を使われる方

の御意見は非常に重要かと思いますので、ぜひそういうことも含めてお考えいただきた

いと思います。 

 ほかに御意見。 

○阿部委員 全般的にという話ではないのですが、例えば先ほどありました手こぎの緊

急停止、あるいは片ブレーキ、こういう安全上の装置というのは、国産メーカーならば、

つくっているところは限られているわけですから、生研センターと一緒になって、こう

いう仕組みのメカか、あるいは制御にしてください、ここに付けてください、というル

ールを決めれば、比較的簡単にできますが、問題は海外製品です。海外メーカーに対し

てどういう風に影響を及ぼしていくのか、どう展開していくのか検討が必要と思いま

す。 

 一番ちょっと待ってくださいよというのが、静電防除ロボットです。静電で防除しま

しょうということがポイントであって、ロボット化するかしないかというのは別にして

ほしい。ノズルがあって、静電で液体を噴霧して、どちらでプラスかマイナスを受ける

のですか。天井からのシャワー式のものもあるのですから、シャワー式であろうと静電

で散布するんですということにして、どこにどう野菜に磁場をつくってやれば一番散布

がうまくいきますかというシステムを研究することがポイントで、ロボット化という最

終の形まで決める必要がないと思います。このテーマですとね。 

 要素技術を開発するときは、目標導入台数を何台とこう書くのですが、汎用性がある

ように、極力共通でやっておいてもらえばいいわけです。ロボットにしてしまうともう

限られてしまうのですが、シャワーでもいけますよ、あるいは背負い式でやっても、そ

の技術を使おうと思ったら使えるんですよとか、そういう汎用性のある技術でやってお

けば、こういう小さい台数にはならないと思います。その辺をぜひ開発の中で、最終の

形ではなしに、そういう仕組みを共通項で開発してもらえればと思うのです。 

○今野課長補佐 ありがとうございます。実はこの時点で、こういう機種をやりたいと

提案して分科会で意見交換させていただいたのは初めてなんです。今委員からいただい

たような意見を踏まえて、これは機械そのものよりもそのシステム、要素の問題だとい

うことであれば、我々も緊プロの課題にする前に、そういう研究を共通でやっていくと

いう方針に切り替えることができます。今後そういう意見をメーカーさんからもいただ
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きながら、課題の選定なり方向性なりは改善していきたいと思っております。 

 今回も主産県からのこういう意見もいただいて、既にコンセプトを変えなければいけ

ないというものは、全体的にですがありますので、そういうものを見直しながら、２月

に向けた作業をしていきたいと思っています。 

○笹尾分科会長 どうぞ。 

○原委員 北海道に関係するテーマがあって、１課題ごと全部やると時間がなさ過ぎる

ので、絞って発言させていただきます。 

 １つ目のポテトプランタなんですが、今までは種バレイショの流通が重量取引で、個

数取引でないというのがあるので、大きい芋が種芋であるので切ってきた。種芋生産の

技術の問題もあるのですが、それで結局は生育が揃わないので、栽培上の収量増の問題

が出ています。今、道の試験場で出た成績で、規格内の最大収量を得るには、茎密度と

か面積当たりの茎本数を品種ごとに忚じた本数を立てれば、最大収量になるという成績

が現地も含めて出ています。今北海道の種芋生産と、実際の生食用の芋をつくる関係者

を含めて、どうするか。要するに茎密度というか、茎本数をどういうふうに確保すれば

いいかということで、今検討を始めています。 

 切り芋ですと切った位置で芽の数が違いますし、切断面に近い芽はどうしても生育が

おくれてきますので、茎の本数が揃わないという欠陥がありますので、切り芋は将来構

想としてはやめようという方向で今検討しています。それで使うのは全粒芋でやりまし

ょうということで、サイズのどの辺が上限するかというのは定まっておりませんが、茎

本数が同じですので、大きい芋は株間を広げて、小さい芋は縮めて面積当たりの本数を

変えるということで、来年から現地を含めて栽培試験に入る計画です。カッティングは、

将来的には芋はやめましょう。種芋生産も全粒生産に入りましょうということで。まだ

１年２年でできる技術ではないのですが、将来的には切り芋をなくして、個数取引にし

たいという構想もありますので、いまさらカッティングプランタの開発をやられても、

逆行しているのでやめてほしいなと思います。 

 それで刃の消毒は、ようやっと薬剤登録があって、切断刃だけ消毒すればいいわけで

すから、メーカーでも動いていますし、これをいまさら研究課題ではないだろうと私個

人的には考えています。むしろ芋の生産では、まだほかに緊急で要求されている課題は、

これよりはもっとあると御理解いただきたいと思います。 

 ２点目がブームスプレーヤですが、これも北海道でたくさん使われています。既に畑

作用の機械では、輸入機では既にこういう装置がついています。国産のものが振動でぶ

れるというのは、フレームが軟弱だからと私は個人的に考えています。１つはヨーロッ

パの機械なんかは、ぶつかっても壊れるようなフレームとかノズルの構造のものはあり

ません。だから、物干し竿みたいなブームがないというふうに理解していただければい

いと思います。 

 私は農業共済の委員なんかもやっていまして、北海道農業共済で唯一スプレーヤが共

済対象になっています。今年度で共済は終わるのですが、過去 10 年間の修理費のデー

タを取りまとめている最中です。修理費で一番かかっているのは何かというと、90％が

ブームの破損なんです。ブームはどこにぶつかるかというと、色々な畑の条件がありま
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すが、土手とか、作物とか、地面とか、ポールとか何かあります。でも、ぶつかったら

ほとんど壊れています。今アルミ製とか色々軽量化ということで言っていますが、１件

当たりの修理費が安くて 10 万ぐらい。先端部分です。根元からいくと 30 万ぐらいかか

る。この負担が共済に耐え切れないというので、やめようかという話になっています。

ということは振動ではなくて、今一番欲しいのは壊れないブーム構造を考えてほしいと

いうことです。その検討を私もやろうかなと思っていますけれども、これは研究でない

とできないと思います。 

 もう１つは、軽量化という課題もあります。軽量で壊れない。ブームの導管も壊れな

いとか、ノズルが壊れないとか。そこまで行きますと、初めて振動防止という課題が起

き上がってくると思うのです。その辺の順番が違うのではないかというのが私が北海道

にいて感じるところです。 

 あと幾つか課題に対して意見はあるのですが、それは別途ということにしまして、要

望として、68 機種がこの中で絞られていますが、参考資料ぐらいで、欲しいなと思い

ます。ひょっとしたら技術的に難しいからやめたとか、色々な理由で取り下げたものが

あるのですが、本当はニーズとしてやらなければいけない課題もあるかもしれないと考

えるところです。 

 もう１つ、この課題選定に当たって、北海道も高齢化が進んで今 50 歳以上が 40％で、

もうしばらくたつと 60 歳以上が半分以上という農家層になります。もう１つは農作業

事故で、死亡事故を調査して 10 年間やっていますと、死亡事故で 60 歳以上の死亡者が

60％います。負傷者は 40％が 60 歳以上で、今農業を担っている老人が死んだり怪我し

たりということが非常に多いんです。そうすると今まで農業機械のこういう開発の発想

が、高精度とか高能率、低コストという３本柱があったのですが、これからの農業の担

い手は多分高齢者で 50、60、70 だと思いますので、そういう人たちが使いやすくて、

事故に遭わない機械開発という視点をもう１本足さないと、宝の持ち腐れになるのでは

ないか。 

 大規模化に関しては、そういうのは輸入機で対忚したり色々なことを農家はやります

ので、実はそういう高齢者の担い手が、安全で農作業を継続できるような視点の開発、

発想が私はあってもいいのではないか。今の 10 課題を見ていますと、どちらかという

と高能率とか、高精度の一部精度を上げる程度ぐらいです。コスト的には余り検討され

ていないという感じが全体的にはしています。そういう視点でもう尐し、４番目の視点

としてそういうものを含めたときに初めてどうなるかというのを尐しやっていただき

たい、というのが私の要望でございます。 

 色々あるのですが、後ほど文章等で意見を出したいと思っておりますので、今回はこ

れでとめたいと思います。 

○今野課長補佐 ありがとうございます。そのほかの御意見もぜひいただきたいと思い

ます。 

 ちなみにポテトプランタについては、実は農水省の担当とも課題の準備委員会で、今

後は全粒型のほうに行くのではないかという話をしたときに、大きな種芋はどうしても

あるので、カットの部分も必ず残るという意見がありまして、きょうの御提案にさせて
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いただいているところでございます。 

 芋の課題はもう１点、参考の２にありますが、バレイショ用ソイルコン・プランタな

んかも議論の素材に上っていたのですが、これは技術蓄積をもう尐ししてから課題化し

たほうがいいのではないかということで、今回 10 課題の中に入っていないとか、そう

いう議論はあったところでございます。紹介させていただきます。 

○笹尾分科会長 この課題、最終的に絞っていく中で色々御意見いただいて２月に決め

ていきたいと思いますので、もう尐し時間をとって、御意見がございましたら。 

○斉藤委員 斉藤でございます。私も中から１つ、栃木県でございますので、イチゴの

機械が入っておりましたものですから、意見を言わせていただければと思います。 

 このイチゴパック詰めのロボット、実は栃木県でも５年ほど前に、ほぼ同じような仕

組みでやったことがあるのですが、結果的には色々な理由でやめたということもござい

ます。ほぼ同じような感じなのかなと思っております。そのときも、つる付きのイチゴ

で、これは収穫の仕方として、つる付きのままというのはなかなかやりづらい。形を変

えてしまう。それから、当時は実用化試験までやったのですが、非常に高額になってし

まったということであります。 

 それから、平詰めのパックですが、これは贈答用などであればいいかもしれませんが、

これをスーパー向けの販売にすると、イチゴというのは買い物袋の一番上に乗せて持っ

て帰るのですが、これが平詰めですとそれが乗らない、買いづらいという意見もありま

して、結局はそこから撤退していったという話もあります。 

 ただ、このパック詰めについては、今パッケージセンターも随分つくりつつありまし

て非常に興味のあるところかなと思います。仕組みについてうまく考えていただきなが

らやっていただければいいかなと思います。全農の鈴木部長さんがいらっしゃっていま

すが、佐賀唐津さんのほうには、全農さんからの納品で、普通のトマトの皿に置いて選

果するような仕組みだと思いますが、そういったものがうまく動いているということは

聞いておりまして、何かいい仕組みで入ればいいかなと思います。 

 ただ、これは 20 トン程度ということでありましたが、20 トンですと通常の１軒の農

家の分になりますので、これが果たしてパッケージセンター向きなのかどうか、コンセ

プトがうまく整理されていない部分があるかと思います。その辺を整理した上で、価格

もそれに見合ったような価格帯でセットしていただければいいかと思います。 

 特に価格については、先ほど佛田委員がおっしゃったとおりでありまして、幾らだっ

たら買うのか、幾であればそれに見合った労力削減分の費用対効果を見込んでくれるの

かということがあります。先ほどのイチゴの収穫機ですと、どうしても 400 万円台でな

いと難しいのではないかと開発段階で私も意見を言わせていただいたのですけれども、

そのような形で、購入意欲が見出せるような価格帯を１つの目標として設定していただ

けるようにお願いしたいと思っております。 

○笹尾分科会長 これについては、例えば文章等でも御意見いただくような場があるの

でしょうか。 

○今野課長補佐 色々な御意見をいただきたいと思っておりますので、委員の皆様にも

色々今回のことを踏まえて、生研センターと打ち合わせしてコンセプトを見直したいと
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思っておりますので、そういうコンセプトを見直して、現場に意見を出すときには、皆

様にも御意見をいただけるような形をとりたいと思います。 

○笹尾分科会長 それでは、あと１つぐらいどなたか。 

○佛田委員 この秋に諸外国を色々見てきたのですが、ほかの国は韓国なども含めてそ

うなんですが、生産システムとしての技術向上を積極的にやっているのです。韓国なん

かも２月に行ってきましたが、もう日本を抜いているような農業生産のモデルが幾つも

出てきています。恐らく政府がやる仕事としての緊プロの枠組みは、機械の開発・改良

から、生産システムをどうするのかという時代に入ったと思うのです。つまり農業の技

術と、機械と、ニーズとをどう反映させて農業経営を発展させるかというところに来て

いると思いますので、分科会長に御提案したいのですが、その枠組みを今後議論してい

くことが極めて重要ではないかと思います。 

○笹尾分科会長 この問題に関しましては、色々な選定の決め方、手順から機械そのも

のについて多くの意見をいただきましたし、まだまだ委員の方々御意見をお持ちのよう

ですので、先ほど今野さんからございましたように、後ほど文章等でも御意見いただけ

るようにしたいと思います。 

 一忚予定しておりました時間が参っておりますので、委員の方々も御予定があるかと

思います。本日の２つの議題をこれで終わりたいと思います。第１の議題の安全の件に

ついても多くの御意見をいただいておりますので、それも十分に斟酌しながら進めても

らいたいと思います。 

 

（３）その他 

 

○笹尾分科会長 それでは、第３番目として特にこちらで議題は用意しておりません。

その他ということで、何かございますでしょうか。 

○鈴木委員 佛田委員、原委員のお話にも共通することなんですけれども、私もこの分

科会に出席させていただいて、どうしても緊プロの対象機械をどうするのかとか、型式

検査の対象機械をどうするのかとか、そういった議論にほとんどの時間が費やされてい

るという気がします。法でそれを審議会に諮るというふうになっているところもあると

思いますが、それよりももっと大きな枠組みとして農業機械化行政をどうするのか。例

えば基本計画の中で再生産可能な経営を確保するとか、食料自給率を 50％上げるんだ。

そういうことを提起して、例えば新規需要米をどのぐらいつくろうかとか、大豆をどう

するのかとか、こういうことを言っています。 

 そうしたら、そういう生産をするためにはどんな枠組みが必要なのか。それは農業機

械だけではなくて、ほかの技術も全部組み合わせたそういう大きな枠組みというもの、

先ほどシステムという話がありましたが、そういう枠組みをきちんと議論した中で、農

業機械はどういう役割を果たすのか。こういう議論展開が必要なのだろうと思います。

それは多分新しい機械の開発だけではなくて、前回も申し上げましたけれども、ソフト

的な部分も含めてやっていく。自給率向上等につながるような審議ができるような形に

なっていったらなと思います。 
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○笹尾分科会長 貴重な御意見、どうもありがとうございます。この分科会の議事進行、

あるいは議題内容についても、今のような御意見を踏まえて尐し考えたいと思います。 

 それでは、本日予定しておりました議題、あるいは時間も参りましたので、これで私

の進行係は終わりまして、事務局のほうにお返ししたいと思います。 

○雨宮大臣官房審議官 熱心な御議論、ありがとうございました。非常に貴重な意見を

たくさんいただきました。農作業安全の向上につきましても、いただいた意見をかみし

めて皆さんと一緒になって取り組んでまいりたいと思います。 

 また、この機械の開発をどういうふうに進めていくかということで、基本的な問いか

けもいただいております。もちろん我々もシステムが大事であろうと思います。基本計

画の達成に向けて、機械の果たす役割はどうあるべきか、どういうところが足りないの

かということは十分に議論していきたいと思っております。この分科会の委員の皆さん

にも色々と御指導いただきながら、機械化を初めとして農業の活性化に向けてさらに取

り組んでまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。本日はまこ

とにありがとうございました。 

○伊藤課長補佐 最後に、事務的な連絡をさせていただきたいと思います。１つは本日

の会議の資料ですけれども、これはこれまで同様に、直ちに農水省のホームページに公

表されることになっておりますので、御報告します。また、議事録ですが、こちらは委

員の皆様に御確認をいただいた上で、御発言者のお名前とともに公表させていただくこ

とにしておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。 

 最後に、今後の日程につきましては、後日御連絡させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、本日はこれで散会にさせていただきたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

 

閉     会 


